令和６年度介護サービス事業所に対する運営指導の結果について

（1） 運営指導の実施状況
　令和６年度の運営指導実施状況については次の通りです。

	サービス種別
	実施数

	[bookmark: _Hlk210893377]通所介護
	１




（2） 主な指摘事項
令和６年度の運営指導における文書指摘の主な具体的事例は、以下の通りです。
	通所介護
	サービス担当者会議への出席が確認できず、サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況等の把握に努めているか、確認できない事例があった。
（条例第112条準用（第17条））

	
	通所介護計画について、変更した居宅サービス計画の交付を求めているか確認できず、指定通所介護の提供に当たって、居宅介護支援事業者との密接な連携に努めていない事例があった。
（条例第112条準用（第18条第1項））

	
	サービス提供記録を確認したところ、居宅サービス計画に位置付けられた利用日において、居宅サービス計画に沿った指定通所介護を提供していない事例があった。
（条例第112条準用（第20条））

	
	介護給付費明細書〔送迎減算〕と送迎記録の整合性がない事例があった。
（条例第112条準用（第23条第1項）、施行要領第3の1の3(16)①）

	
	家族送迎時の到着または出発時間の記録がなく、サービス提供時間の確認ができず、提供した具体的なサービスの内容等の記録が不十分である事例があった。
（条例第112条準用（第23条第2項）、施行要領第3の1の3(16)②）

	
	居宅サービス計画に位置付けられた利用日と異なった日を通所介護計画に記載しており、居宅サービス計画の内容に沿って作成していない事例があった。
（条例第107条第1項、施行要領第3の6の3(5)）

	
	個別機能訓練加算（Ⅰ）ロについて
・個別機能訓練の評価が不十分だった。
・3月ごとに1回以上利用者の居宅を訪問し、利用者又はその家族に対して個別機能訓練の実施状況や効果等を説明したことを記録していなかった。
・個別機能訓練に関する記録に「訓練実施時間」「個別機能訓練実施者」の記録がなかった。
（告示別表6注13(2)、老企第2の7(13)）


条例：東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例
（平成２４年１０月１１日条例第１１１号）
施行要領：東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行要領
（平成２５年３月２９日２４福保高介第１８８２号）
告示：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第１９号）
老企：指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年３月１日老企第３６号）
